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Generally, various structural performances are required for the bridge. However, it is very 
difficult to evaluate all of performances quantitatively. Accordingly, in this paper attentions on 
performance and damage of existing bridges were paid. From the point of view of the 
performance, design data on main girder, deck plate, pier and Bridge-fall prevention system, 
of many existing bridges were collected and a restoration design was made. A simplified 
method to quantify the each performance level of bridges by data analysis (with parameters of 
construction age, applied specifications, and structural types) was proposed. While, from the 
point of view of the damage, we paid attention on importance and damage level of the 
structure member of bridges. We offered a simplified method to determining priority in 
countermeasure by the result of bridge inspection. Furthermore, We offered a new method to 
determining ultimate priority in countermeasure based on judgment of overall priority in 
damage and remaining performance. 
   Key Words: existing bridges, damage, ata analys s,performance evaluation, priority 
 キーワード：既設橋梁，損傷，データ解析，性能評価，優先順位 

 
 

１．はじめに 

 

  我が国にも着実に社会資本が蓄積されてきたが，スト

ックの増大・老朽化に伴って維持管理費が増大し，今後

財政上の負担となることが予想される．一方，我が国の

少子・高齢化は急速に進展しており，生産年齢人口はす

でに 1995 年をピークに減少し，今後はこれまでのよう

な公共投資は不可能になると考えられる． 

 橋梁を例にとると，我が国の橋長15ｍ以上の主要な道

路橋だけでも約 150,000 橋以上あり，そのほとんどが

1975年を中心とした近傍に偏って建設されている．この

偏りは先進諸国と比べて顕著で，将来のある時期に我が

国の橋梁が一斉に設計寿命を迎えることを意味してい

る．また現在でも，コンクリートの塩害や中性化，鋼橋

の疲労損傷などに代表されるように，高度経済成長期に

建設された橋梁の劣化問題が頻繁にメディア等で採り

上げられ，国民の維持管理への関心は高まっている． 

そこで，構造物の維持管理の現状を見れば，維持管理の

基本的な考え方や，その具体的手法論に関しては近年

徐々に整備されつつあると言える．しかしながら，莫大

な量の構造物と財政の問題，技術者の不足等の理由から，

適切に維持管理されている構造物は極めて少なく，特に，

市町村レベルにおいては，構造物を管理する側の技術者

の養成と適切な維持管理システムの構築が急務となっ

ている．このような背景から，橋梁の基本性能と損傷に

着目し，橋梁の初期点検レベルでの維持管理手法を提案

することを試みた． 

まず，基本性能に関しては，橋梁を構成する部材のう

ち，主桁，床版，橋脚および落橋防止システムに着目し，

その構造形式や道路橋示方書（以下，“示方書”という）

の年代等から既設橋梁が現在保有している性能を複雑

な構造計算をすることなく簡易に判定できる方法を構

築する．これにより，橋梁点検結果がない場合において

も，対策の優先度を大略判定できると考えている．本手

法は，現状で橋梁点検を実施していない道路管理者がそ

の調査順位決定に用いることにも使用できる． 
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図-2.1 構造物が照査されるべき性能の分類
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表-2.1 主桁に関する示方書（一等橋）の変遷

 また，損傷に関しては，維持管理において基本データ

となる橋梁点検結果を用いて損傷対策の優先度を決定

するための基礎材料の一つとして「橋梁を構成する各部

材の重要度」を取り上げ，橋梁の維持管理に従事してい

る熟練技術者（道路管理者，受託者，学識経験者）に対

してアンケートを実施した．その傾向と立場の異なる熟

練技術者間の考え方の乖離や問題点の抽出を行ったう

えで，橋梁の点検結果から損傷対策の優先度を簡易に判

断できる手法を構築する．この手法は，点検結果に基づ

く橋梁の損傷度と橋梁を構成する各部材の重要度から

対策の優先順位を簡便に判定しようとするものであり，

主として維持管理にかかわる技術者が比較的少ないと

考えられる道路管理機関が使用することを意識して作

成するものである． 

 以上の手法は，それぞれ独立して対策の優先度を簡易

に判定する際にも用いることができると考えているが，

本来は損傷度に基づく優先度と現在の保有性能に基づ

く優先度を総合的に判断したうえで対策の最終的な優

先度を決定することが望ましいので，この２つを併用す

る場合の判定手法も検討することとした． 

  

２．保有性能からみた既設橋梁の対策優先順位決定手法 

2.1 対象とする性能とは 

 橋梁はその立地条件，交通環境，地質条件等の影響を

受けるため，上部工，下部工の形状，大きさが異なる．

橋梁に求められる性能は多岐にわたり，要求性能も時代

により変化していく．橋梁を適切に維持管理するために

は，当該橋梁が有する性能を的確に評価し，要求性能レ

ベルと比較したうえで対策の必要性を判定することが

重要となる．一般に，橋梁には図-2.1に示すような性能
１）が要求されると考えられるが，すべての性能を定量的

に評価することは現状の技術では困難である． 

 

このため，本文では，既設橋梁の性能の中でも最も重

要と考えられ，かつ定量評価するための情報収集が比較

的容易であると考えられる安全性能に属する耐荷性に

着目し，その中でも比較的データ収集が容易と考えられ

た上部工における①主桁耐荷力，②床版耐荷力，下部工

における③橋脚耐震性，④落橋防止を抽出し，各橋梁の

施工年度，適用示方書,工種,寸法等のデータ分析を行い，

現在使用されている平成 14 年示方書２）での要求性能と

の比率から，橋梁が保有する各性能を点数化することを

試みた． 

 

2.2 主桁耐荷力の評価手法 

(1) 主桁に関する示方書の変遷 

 我が国においては「明治 19 年国県道の築造基準」か

ら，「平成14年道路橋示方書」に至るまで，自動車交通

の発展や橋梁技術の進歩，時代背景に対応して，表-2.1

に示すように多くの示方書・基準・通達等が出されてい

る２）．昭和和14年までは，道路構造令の中の標準や細則

であったが，昭和 14 年に道路橋単独での技術基準とし

て鋼道路橋示方書が制定されている．表中，各年代にお

ける主桁設計時の車両荷重と分布荷重・群衆荷重の変遷

を示す．実際には設計時の車両荷重の載荷方法は異なる

が，車両荷重は年代が新しくなるに従い大きくなり，分

布荷重・群衆荷重は小さくなってきている．なお，車両

荷重に関しては，我が国の高度成長期に建設された多く 

の橋梁は，昭和 31 年道路橋示方書で採用された設計荷

重20tf を用いて設計されているが，平成5 年に国際競

争力の強化，車両の大型化への対応として設計自動車荷

重は25tfに改訂され，現在に至っている． 

(2) 主桁耐荷力評価の基本的な考え方 

 前項に示した示方書・基準で設計された既存橋梁の主

桁耐荷力は現行の設計自動車荷重 25ｔ(Ｂ活荷重)下で，

許容応力内に納まることによって評価してよい．これは

終局耐荷力ではないが，耐荷性を判断する慣用法と言え

る．したがって，既設橋梁がこのＢ活荷重に対してどの

程度の耐荷力を有しているかを判断基準とすることと

した．つまり，平成5年示方書の25ｔ荷重より軽い設計

荷重で設計された既設橋梁に死荷重とＢ活荷重を載荷

させ，その死荷重応力度と活荷重応力度の合計と許容応
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力度の比率を基本指数α１として評価することとした． 

主桁耐荷力基本指数 α１  

α１＝σａ /（σＢ ＋ σｄ）  （式2.1） 

   式中，σａ：許容応力度(N/mm２) 

σｄ：設計死荷重応力度(N/mm２) 

      σＢ：Ｂ活荷重による活荷重応力度(N/mm２) 

 

(3) 収集データ 

既設橋梁に関しては，示方書年代だけでなく，橋種,

竣工年度(適用示方書),橋長,幅員など主桁耐荷力に影

響を及ぼす多くの要因が考えられるが，この組合せは多

岐にわたり，すべての要因の組合せを考慮して応力設計

（試設計）を行うことは不可能であった．このため，こ

れまでに主桁耐荷力の評価を行うため，設計計算結果が

残っている橋梁の設計計算例を収集・整理・分析するこ

とにより，各示方書年代別の耐荷力を評価した．表-2.2

に主桁耐荷力評価を行うために収集した鋼橋 43 橋，コ

ンクリート橋73橋，計116橋，317主桁の内訳を示す．

ここでは，鋼橋もコンクリート橋も一括して取り扱うこ

とにしたが，これは両者とも設計は許容応力度法を用い

ているからである． 

 

(4) 主桁耐荷力の評価 

 当初，既設橋梁において，主桁の耐荷力に影響を与

える要因（橋種,適用示方書,橋長,幅員等）との相関性

を分析したが，データ数が少なく，バラツキも大きく，

判定基準となる傾向を得ることはできなかった．しかし，

示方書年代と主桁耐荷力基本指数α１との間には一定の

相関が認められた．図-2.2に各年代の示方書で設計され

た主桁の耐荷力基本指数の分布を示す．図(ａ)には全デ

ータの分布を示すがバラツキが大きいことが分かる．こ

のバラツキの原因の１つとして，旧示方書における鋼橋

の設計は，電算技術が未発達であったため，１主桁を対

象とした1-0法により設計されたものもあると推測でき

るが，今回の鋼橋は全て格子計算（ＲＣは1-0法）で行

ったため，外桁と内桁の荷重分配が異なる結果となった

可能性がある３）．このため，データ分析時に鋼橋につい

ては，外桁と内桁の平均を取り，この値を主桁の耐荷力

基本指数とした．この値を用いた分布を図(ｂ)に示すが，

図(ａ)よりバラツキは小さくなっている．  

また，今回のデータの中には，オーバーレイ，増桁，

拡幅など竣工当時と荷重条件が変化した可能性もある

表-2.2 主桁耐荷力評価のために収集したデータ 

表-2.3 主桁耐荷力に関する基本点数

図-2.2 主桁耐荷力基本指数α1の算出 
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図-2.3 年代・床版支間別の耐荷力基本指数β1 

表-2.4 床版に関する示方書の変遷 

表-2.5 床版の試設計一覧表 

ことから，平均値と標準偏差を求め，統計上の非超過確

率80％外のデータを消去したものを図(ｃ)に示す．この

残存した全データの平均値を示方書年代別の主桁耐荷

力基本指数α１と定め，2 等橋も含め整理したものを表

-2.3 に示す．なお，このα１に 10 を乗じた値を主桁耐

荷力に関する基本点数αと定義することとした．つまり，

平成5年以降の示方書を適用して設計されている場合を

10点満点と考えた． 

 

2.3床版耐荷力の評価手法 

(1) 床版に関する示方書の変遷 

我が国においては「大正15年道路構造細則」から「平

成14年道路橋示方書」に至るまで，表-2.4に示すよう

な示方書・基準・通達２）が出されており，設計輪荷重，

曲げモーメント計算式，最小床版厚などの項目に対して

改訂が加えられている．主桁同様，設計輪荷重は年代が

新しくなるに従い大きくなり，主筋の曲げモーメントは

昭和31 年，昭和46 年と算出式が変化している．また，

配力筋量に関しては，昭和31年から，昭和42年度まで

は主筋の 25％と規定されていたが，以降は主桁の 70％

以上と増加している．なお，床版の損傷が顕在化してき

た昭和53年以降は許容応力度に対して200kgf/cm２程度

余裕を持たせるよう規定されている． 

 

(2) 床版耐荷力の基本的な考え方 

 主桁同様，現在は平成5年に制定された設計自動車荷

重25ｔ(Ｂ活荷重：床版用として，後輪軸重20t)を満足

することが求められていることから，既設橋梁がこのＢ

活荷重に対してどの程度の耐荷力(許容応力度に対する

耐荷性)を有しているかを判断基準とすることとした． 

床版耐荷力基本指数 β１  

β１＝σａ /（σＢ + σｄ）  （式2.2） 

   式中，σａ：許容応力度(N/mm２) 

σｄ：設計死荷重応力度(N/mm２) 

      σＢ：Ｂ活荷重による活荷重応力度(N/mm２) 

(3) 収集データ 

床版においては，主筋を対象とした場合，示方書年代，

床版支間により，床版厚，鉄筋量の復元が可能であるこ

とから，表-2.4 を参考に，表-2.5 に示す４種類の示方

書，3 種類の床版支間（L=2.5m，L=3.0m，L=3.5m）で試

設計を行った．なお，Ｂ活荷重耐荷力評価を行うための

実際の計算は｢RC床版維持管理マニュアル｣（大阪府土木

部道路課 平成8年3月）４）に示されている各年代標準

断面（床版厚，主鉄筋量）を用いて行っている． 

 

 (4) 床版耐荷力の評価 

式 2.2 に示す床版耐荷力基本指数β１を算出した結果

を図-2.3に示す．図より，示方書が古い順に小さくなり，

床版支間が短いほど耐荷力が大きくなっていることが

分かる．さらに，各年代とも床版支間による耐荷力の比

は相似形であることから，各年代における３種類の床版

支間の平均値をその年代別の床版耐荷力基本指数β１と
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表-2.7 床版耐荷力性能に関する点数 β 

 (a)耐荷力基本指数 

図-2.4 配力筋に関する係数β３の算出 

表-2.8 橋脚に関する示方書の変遷 

定め，このβ１と床版支間別の比率を床版支間による補

正係数β２とした（表-2.6参照）． 

 

また，基本的には主筋により評価を行っているが，配

力筋も耐荷力に影響を与えると考え，配力筋量が主筋の

25％から70％に変化した昭和42年前・後の床版の差を

ＦＥＭ解析により分析することとした．解析は主筋量と

配力筋量を考慮した直交異方性モデルを用い，配力筋量

を主筋の 25％から 70％に変化させた時の床版中央主筋

方向の曲げモーメントＭｘを算出した．図-2.4より，配

力筋が主鉄筋の 25％時の床版中央主筋方向曲げモーメ

ントＭｘ(3,067 KN･m)に対して，配力筋量が主筋の70％

の時は2,368 KN･mと曲げモーメントは23％低減してお

り，配力筋量の影響が大きいことが分かる．この曲げモ

ーメントの差を配力筋量による耐荷力の比率として表

し，配力筋に関する補正係数（β３＝0.77）とした． 

 床版の耐荷力に関する点数βは表-2.7 に示すように，

示方書年代別の主桁耐荷力基本指数β１に 10 を乗じた

値を基本点数β1dとし，これに床版支間による補正係数

β２，配力筋量による補正係数β３を乗じた値とした． 

 

2.4 橋脚耐震性能の評価手法 

(1) 下部工（橋脚）に関する示方書の変遷 

 下部工による基準５）は表-2.8 に示すように「昭和 39

年下部工構造設計指針」で設計方針が表記されているが，

「昭和55年道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編」が 

 

 

 

 

 

 

表-2.6 床版耐荷力基本指数β1と支間補正係数β2
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表-2.9 橋脚の耐震性能評価のために収集したデータ 
図-2.5 示方書年代別の耐震性能指数Ｓpの推定 

表-2.10 橋脚耐震性能指数 Sp の整理結果 

発行されるまでは，技術者の判断により安全性の取り扱

いかたにバラツキがあった．また，昭和 55 年以後には

平成2 年に一部見直しが行われ，「平成8年道路橋示方

書・同解説 Ⅳ下部構造編」で大きな見直しが行われて

いる．要は下部工では耐震性が最も重要な照査項目とな

った． 

 

 (2)耐震性能の基本的な考え方 

 下部工の耐震性を評価する場合，橋台に起因した被災

履歴が少ないことから，ここでは橋脚の耐震性能に着目

し，各年代の橋脚が保有する履歴，耐力，構造特性など

をもとに，橋脚の耐震性に関する評価とその根拠につい

てとりまとめる．対象とする橋脚はＲＣ橋脚に限定し，

対象とする部材は，柱のみとし，梁および基礎（フーチ

ング，杭）については除外している．ＲＣ橋脚（以下，

“橋脚”という）の大規模地震に対する耐震性能につい

ては，平成8年に道路橋示方書・Ⅴ耐震設計編７）（以下，

“H8示方書Ⅴ”という）において，地震時保有水平耐力

法により設計することが規定された． 

 地震時保有水平耐力法は，大規模地震時に構造物の非

線形域の変形性能や動的耐力を考慮して，地震による荷

重を静的に作用させて設計する耐震設計法であり，地震

時保有水平耐力は式2.3を満足するように照査される． 

 Pa ≧ Khe･W  （式2.3） 

  Pa：橋脚の地震時保有水平耐力 

  Khe：地震時保有水平耐力法に用いる等価水平震度 

  W：地震時保有水平耐力法に用いる等価重量 

本法では，式2.3を変形し，H8示方書Ⅴが要求する耐

力に対して，既設橋梁がどの程度の耐荷性を有している

かを判断基準（式2.4参照）とすることとした．靱性に

ついてはここでは割愛している． 

橋脚の耐震性能指数Sp 

Sp = Pa／Khe･W  （式2.4） 

 

(3) 収集データ 

橋脚の耐震性能に関しては，H8示方書Ⅴで設計された

橋脚の耐震性を基本性能とし，H8示方書Ⅴで設計(補強)

されていない橋脚の耐震性評価を行うこととし，補強前

の状態のデータ収集を行った．耐震性能に関しては，示

方書年代(3 年代)だけでなく，橋脚柱形式(5 形式)，橋

脚高さ(6 種類)も耐力に影響を与えると考えた．表-2.9

に橋脚の耐震性の評価を行うために収集・使用した 192

基の内訳を示す． 

 

(4) 耐震性能の評価 

 図-2.5 に各年代の示方書で設計された橋脚の耐震基

本指数の分布を示すが，バラツキが大きいことが分かる．

橋脚の耐震性能においては，示方書年代だけでなく，柱

形式と橋脚高さも大きな要因の一つであると推測でき

たため，橋脚柱形状，橋脚高さについても同様の分析を

実施した．表-2.10 に示方書年代，柱形式，橋脚高さ，

それぞれの耐震性能指数の集計を示す．表-2.10 より，

以下の傾向を得た． 

① 示方書年代と耐震性能指数(平均値)は適用示方書

が古い橋脚ほど耐震安全係数が低くなる傾向にある

ことが分かる． 

② 橋脚柱形状に着目した場合には，壁式，ラーメン，

矩形の柱の耐震性能指数は高く，円形，小判の柱が低

くなる傾向にある． 

③ 橋脚高さについては，5m 以下の低い橋脚，および

20m 以上の高橋脚の耐震性能指数が高く，標準的な

H=5m～20m 程度の橋脚の耐震性能が低くなる傾向にあ

ることが分かる． 

④ 示方書年代と同様に，橋脚柱形状，橋脚高さもデー

タのバラツキも大きい．この原因として，橋脚の設計

は上部工と比較して設計は上部工に制約されること， 

ならびに一般に材料・施工に対して安全の余裕の取り

方が一定ではないことが考えられる．しかし，一定の

傾向は捉えることができた． 
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表-2.12 落橋防止システムに関する示方書の変遷

このため，橋脚の耐震性能に関する点数γについては，

示方書年代別の耐震指数Spに10を乗じたものを基本点

数，柱形式，橋脚高さについては，次式に示すように，

橋脚形式，橋脚高さの性能指数と平均値との比を補正係

数として表すこととした． 

橋脚柱形状による補正係数 γ2 

γ2＝各橋脚柱形状の耐震安全係数／平均値 

橋脚高さによる補正係数 γ3   

γ3＝各橋脚高さの耐震安全係数／平均値 

 

表-2.11 に示すように橋脚耐震性能に関する点数γは，

示方書年代別の基本点数γ1 に，柱形状の補正係数γ2，

橋脚高さの補正係数γ3 を乗じた値とした．ただし，前

述したように，これらの値はバラツキが大きかったため，

192 脚のデータについて，データ分析のために用いた

個々の橋脚における耐震性能指数Sｐに10を乗じたもの

と，今回提案した評価手法により，推定した橋脚耐震に

関する点数γの相関を照査した．図-2.6にその結果を示

すように，20％程度のバラツキはあるが，一定の傾向を

示している． 

 

2.5 落橋防止システムの評価手法 

(1) 落橋防止システムに関する示方書の変遷 

 落橋防止システムにおいては，昭和 47 年道路橋示方

書５）以降にその内容が記載されている．平成 14 年示道

路橋方書においては，移動制限構造のように名称が変わ

っているものや，緩衝機能の追加などの変更がある．こ

れらの要求性能の変化は表-2.12のとおりである． 

 

(2) 落橋防止システム性能の基本的な考え方 

落橋防止システムの耐震性能の評価に際し，落橋防止

システム全体としての基本点数を 10 点とし，各システ

ムの優先順位・重要度に応じた基本点数を分配すること

とした．設定に際しては，落橋防止機能および大規模地

震時の慣性力に対する耐荷性能を重視し，桁かかり長，

落橋防止構造，変位制限構造を基本構造として選んだ．

落橋を防止するという視点で捉えた場合，落橋防止シス

テムにおいて，最後に機能する桁かかり長が最も重要な

構造であると考え，桁かかり長が整備されていれば耐震

性能の50%以上は確保されていると考え，10点中，6点

の配点とした．また，桁かかり長に達する前に機能する

落橋防止構造の重要度がその次に高いものと考え，桁か

かり長の半分である3点の配点とした．変位制限構造に

ついては，支承と補完しあって大規模地震に抵抗すると
図-2.6 橋脚の耐震性に関する点数の 

表-2.11 橋脚の耐震性能に関する点数 
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再評価いう機能から，桁かかり長，落橋防止構造と比べ

ると重要度は低いと考え，1点の配点とした． 

基本点数の配点  

桁かかり長の基本点数  η1＝6.0 

落橋防止構造の基本点数 η2＝3.0 

変位制限構造の基本点数 η3＝1.0 

次に，各構造の基本点数に，対象橋梁の設計年次にお

ける性能を考慮するため，H8示方書Ⅴを基本として補正

係数δ1，δ2，δ3を設定した． 

 

1）桁かかり長の補正係数 δ1 

 対象橋梁の桁かかり長に対して，H8示方書Ⅴに示され

る桁かかり長 SE を主判断軸とし，落橋防止構造の設計

移動量SF（=0.75･SE）を補助軸と考え，補正係数δ1は

以下の3段階に分類した． 

① 1.0 SE以上：       δ1=1.0 

② 1.0 SE未満 1.0 SF以上：  δ1=0.5 

③ 1.0 SE未満：       δ1=0.0 

 

2）落橋防止構造の補正係数 δ2 

 対象橋梁の設計年次における落橋防止構造の設計地

震力算定式Ｈf から耐震性能を評価するものとし，許容

応力度の割増係数，緩衝効果等を考慮して以下の式にて

補正係数δ2を算定する． 

 δ2 ＝ (Ｈfi／ｋi)／（Ｈf8／ｋf8）×ｂi 

式中，Ｈfi：設計当時の示方書の設計地震力 

        ｋi ：設計当時の示方書の許容応力度の割増し 

Ｈf8：H8示方書Ⅴの設計地震力 

ｋf8 ：H8示方書Ⅴの許容応力度の割増し 

ｂi ：緩衝係数（H7復旧仕様以降の落橋防止構

造については緩衝機能を保有することが

推奨されているため，緩衝係数として 1.0

を，それ以前の示方書の場合は緩衝係数

0.8を考慮した．） 

各示方書による落橋防止構造の補正係数を算出する

と下記の通りとなる． 

① H14，H8示方書で設計された橋梁 

δ2 =｛（1.5Rd/1.5）／（1.5Rd/1.5）｝×1.0 = 1.0 

② H7復旧仕様で設計された橋梁 

δ2 =｛（1.0Rd/1.0）／（1.5Rd/1.5）｝×1.0 = 1.0 

③ H2，S55示方書で設計された橋梁 

δ2 =｛（2･Kh･Rd/1.5）/（1.5Rd/1.5）｝×0.8 = 0.27 

＊ Khは現行基準のⅡ種地盤の最大値0.25と仮

定した． 

④ S55示方書より前の基準では δ2＝0.0とした 

 

3）変位制限構造の補正係数 δ3 

 落橋防止構造と同様に，設計年次における変位制限構

造の設計地震力算定式Ｈs から耐震性能を評価するもの

とし，以下の式にて補正係数δ3を算定した． 

 δ3 ＝ (Ｈsj／ｋj)／（Ｈs8／ｋs8）×b1 

式中，Ｈsj：設計当時の示方書の設計水平力 

        ｋj ：設計当時の示方書の許容応力度の割増し 

        Ｈs8：Ｈ8示方書Ⅴの設計水平力 

ｋs8：Ｈ8示方書Ⅴの許容応力度の割増し 

なお，変位制限構造は H8 示方書Ⅴ以降に規定されて

いるため，H8以前については，可動支承部の移動制限装

置と読み替えるものとする． 

 

(2) 落橋防止システムの評価 

設定した基本点数η1，η2，η3，および各構造の設

計年次における補正係数δ1，δ2，δ3 により，落橋防

止システムに関する評価指標として，以下の落橋防止シ

ステム点数ηを算定する． 

落橋防止システムに関する点数 δ 

δ ＝ η1×δ1 ＋ η2×δ2 ＋ η3×δ3  

式中の各係数は表2-13を参照する． 

 

2.6 性能の重要度比較評価（配点） 

 前節までに，上部工に関する耐荷力（主桁，床版）と

下部工に関する２つの耐力（耐震性，落橋防止）に関す

る配点とその根拠を示してきた．しかし，この４項目に

ついても維持管理に対する重要度は異なると考えられ

ることから，アンケートを行い６），その結果を踏まえ，

４部材の重み付けを行った． 

 

(1) アンケート結果 

重要度に関して，発注者側として近畿地方の国土交通

省，府県（公社含む），市役所，受注者としての設計コ

ンサルタント，施工業者（メーカー，ゼネコン），さら

に学識経験者に対してアンケートを実施した． 

表-2.13 落橋防止システムに関する点数の根拠 
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表-2.15 各橋梁の橋梁諸元と橋梁が有している性能から見た対策優先順位 

Ｑ 主観で結構です．以下に示す 4 部材の性能の中で

最も重要な項目を最高10点とし，重要度に応じて他

の部材についても点数（10～0点）をつけてください． 

① 主桁の25ｔ耐荷力 （   ）点 

② 床版の25ｔ耐荷力 （   ）点 

③ 橋脚耐震性    （   ）点 

④ 落橋防止システム （   ）点 

図-2.7に上記アンケート結果を示すが，これより，以

下の傾向を得た． 

① 重要度は床版耐荷力→主桁耐荷力→橋脚耐震性→

落橋防止システムの順であった．常時における床版，

主桁耐荷力より，いつ発生するかわからない橋脚耐震

性，落橋防止システムの評価を低くしたとの意見が多

かった．  

② 耐荷力に関しては，主桁より床版を高く評価してい 

る．これは近年の実測，解析等で床版，高欄等の余剰

部材により，主桁の耐荷力は比較的余裕があることが

認識されていること３），一方，床版に関してはこれま

で多数の損傷が発生しているためと推測できる． 

③ 橋脚耐震性と落橋防止システムでは，今まで地震で

桁がずれることはあっても落橋までに至るケースが

少なく，落橋防止システムを整備しても下部工が破壊

すれば意味がない，などの意見があり，落橋防止シス

テムの評価が低かった． 

(2)耐荷性能の重要度比較評価 

前節のアンケート結果を参考に，橋梁が有している 4

項目の性能について，重み係数を決定した．配点するに

あたっての基本的な考え方を以下に示す． 

①  常時，輪荷重の繰返し走行による疲労の影響を受け，

損傷が発生したときに直接的な被害を受ける床版の

Ｂ活荷重耐荷力が最も重要と考え1.0とした． 

②  常時ではあるが，各種実験，解析等で床版，高欄等

の余剰部材により，計算上の耐力より余裕がある主桁

Ｂ活荷重耐荷力は床版より小さい0.8とした． 

③  いつ発生するかわからない地震への対応である橋

脚耐震性と落橋防止システムについては，耐荷力に比

べ低くした．橋脚の耐震性については0.8とし，下部

工に設置されている落橋防止システムは配点を0.6と

した． 

 

(3) 橋梁単位で保有している耐荷性能に関する点数  

橋梁単位で保有している性能に関する点数θの算出

方法を表-2.14 に示すが，前節で配点した各項目の点数

(α,β,γ,δ)に，重み係数を乗じ，4項目の合計を橋梁

単位で保有している得点と設定した． 

 

(4) 保有性能からみた対策優先順位の設定  

 前項で橋梁が有している性能に関する得点θを算出

したが，その点数が低いものから対策（点検・調査）を

行うことが必要と判断し，対策順位を決定する．優先順

位決定に用いた９橋の諸元，橋梁が有している性能とそ

の根拠，優先順位を表-2.15 に示す．表中，竣工年度の

古い順に橋梁を並べている． 

基本的には竣工が古い順に総得点が低く，対策順位が

高くなる．しかし，Ｃ橋はＤ橋に比べ，竣工が古いが総

得点は高くなっている．このように，示方書年代だけで

順位が決定するのではなく，床版支間による補正係数，

桁かかり長により逆転することもある．また，Ｂ橋は現

有示方書を満足する橋脚，落橋防止システムの補強対策

を実施したため，総得点が 10 点程度上昇し，対策優先

順位は２位から５位まで下がった． 

なお，本判定に用いる諸元は表中に示すように竣工年

度（適用示方書）,等級,床版支間，下部工形式など，比

較的容易に収集できるデータを用いて対策優先順位を

決定することができたことが分かる． 

表-2.14 橋梁が有している性能に関する得点θ 

図-2.7 性能の重要度に関するアンケート結果 
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３．損傷状況からみた既設橋梁の対策優先順位決定手法 

3.1 損傷状況に関する基本的な考え方 

各道路管理者の多くはこれまで「橋梁定期点検要領

（案）」（国土交通省 国道・防災課，平成16年 3月）（以

下，“要領(案)”という），あるいは独自の点検要領に従

って，点検を実施しており，各点検要領では，損傷状況

に応じて損傷ランクが定められているが，橋全体の損傷

ランクを判定する手法は確立されていない．このため，

橋梁点検結果を用いて損傷対策の優先度を決定するた

めに，「判定区分（損傷ランク）の点数化」と「橋梁を

構成する各部材の重要度」に着目し，判定区分に関して

は，判定区分毎に点数を配点するとともに，重要度に関

しては，橋梁の維持管理に従事している技術者（道路管

理者，維持管理業務受託者）に対してアンケートを実施

した．本手法は，点検結果に基づく橋梁の損傷度と橋梁

を構成する各部材の重要度から対策の優先順位を簡便

に判定しようとするものであり，主として維持管理にか

かわる技術者が比較的少ないと考えられる道路管理者

が使用できるようにすることを意識して作成した．なお，

橋梁を構成する部材，および判定区分については，上記

要領（案）を基本として分類している． 

 

3.2 損傷に対する標準点Ｘの設定 

各部材の損傷レベルの判定は表-3.1 に示す要領(案)

の判定区分（損傷ランク）に準じることとした．各部材

毎の損傷に対する標準点Xを設定し，表-3.1の判定区分

に従い，現地で実施した損傷調査結果をそのまま点数に

置き換える．その点数設定根拠を以下に示す． 

① 橋梁全体の判定区分が E1，E2 の場合には，緊急対

応が必要と考え，他の損傷と差別化を計り，必ず優先

度が高くなるよう損傷の標準点を1000点と設定した． 

② 速やかに補修等を行う必要がある判定区分Cは本手

法が対象とする最も基本的な損傷と位置づけ，標準点

10点を配点としている． 

③ 状況に応じて補修を行う必要がある判定区分Bは標

準点として7点を与える．判定区分Cの1ランク下の

損傷と考えており，判定区分Cの70％と仮定した． 

④ 詳細調査の必要性がある判定区分Ｓは7点を与える．

実際には詳細調査後に最終的な判定区分が決定され

るが，予防的見地から判定区分Ｂと同程度と評価した． 

⑤ 維持工事で対応する必要がある判定区分Mの標準点

は0点とした．損傷のランクによる橋梁の安全性評価

が本マニュアルの目的であるため，通常の維持管理業

務での対応は終了，あるいは実施することを前提とし

て，配点しないこととした． 

 

3.3 橋梁を構成する各部材の重要度Yの設定 

(1) 橋梁を構成する部材 

各機関では独自に点検マニュアルを作成し，部材毎に

点検を実施しているが，本評価手法では，要領（案）に

示されている部材の分類を参考に，表-3.2に示す15部

材に分類することとした． 

 

(2) 橋梁の重要度に関するアンケート 

道路管理者の多くはマニュアルを作成しているが，橋

梁を構成する部材毎の重要度は明確にされていない．し

かし実際には，直接に輪荷重の影響を受ける主構・主桁，

床版と，排水装置や高欄など二次部材のその重要度は異

なると考えた．また，この重要度については，その設定

する条件・時期によっても配点を変えるべきと考えられ

る．このため，橋梁を構成する各部材に関する重要度に

関して，いくつかの条件を挙げ，その条件毎に発注者と

設計コンサルタントを対象に以下のアンケートを実施

した． 

Ｑ：主観で結構です．構成する各部材の中で最も重要な

部材を最高 10 点とし，重要度に応じて他の部材につい

ても点数（10～0点）をつけてください． 

① 主 桁   （ ）  ⑧ 中央分離帯 （ ） 

② 床 組   （ ）  ⑨ 支承    （ ） 

③ 床 版   （ ）  ⑩ 排水施設   （ ） 

④ 高欄・地覆 （ ）  ⑪ 橋台     （ ） 

⑤ 歩車道防護柵（ ）  ⑫ 橋脚    （ ） 

⑥ 舗 装   （ ）  ⑬ 基礎工   （ ） 

⑦ 伸縮装置  （ ）   

 

図-3.1に示すアンケート結果では，直接輪荷重の影響

を受ける床版，主桁が重要と考える技術者が多く，次い

で，伸縮装置，支承，舗装の順であった．これは，伸縮

装置の機能により，下部へ水の供給が損傷に影響を与え

るためである．舗装は床版対策時に同時に補修すること

が多く，特に交通規制が必要な項目であることから，道

路管理者，設計者とも日常的に問題意識が高いと考えら

れる．橋脚，橋台，基礎工が高い配点となっていたが，

兵庫県南部地震を受けて改訂された新たな耐震設計の

印象が強い設計者が配点したためと考える． 

表-3.1 判定区分と損傷に対する標準点 X 

表-3.2 橋梁を構成する部材 
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図-3.1 アンケート結果

(3) 橋梁を構成する各部材の重要度 

前項の関するアンケート結果を参考に各部材の重み

付け係数Yを表-3.3のように決定した．上記配点を行っ

た根拠・理由を以下に示す． 

① 直接，輪荷重の影響を受ける部材（床版，舗装）の

配点を高くした． 

② 主桁，床版，支承を特に重要な部材と考えた． 

③ 伸縮装置，排水装置に損傷が発生すると下部への漏

水が発生し，支承を含む他の部材へ影響を及ぼすため

高い配点とした． 

④ 下部工に関しては，アルカリ骨材反応等の特殊な事

情がない限り，損傷が耐震性に与える影響は少ないと

考えた． 

⑤ 基礎工に関しては一般的には損傷は確認できない．

このため，損傷がある場合には「損傷＝洗堀」の可能

性が高く，配点も高くした． 

なお，アンケートには，照明柱・標識柱，落橋防止シ

ステムは含まれていなかったが，照明柱は近年，疲労損

傷による事故が問題になっているため，配点を高くした．   

また，落橋防止システムについては，平成7年の復旧

仕様以降の構造には耐力があるが，それ以前の構造は耐

力不足となる．これより，損傷している構造は旧構造の

ものが多いと考え，配点を低くした． 

 

(4) 橋梁単位の損傷に関する点数 

橋梁単位の損傷に関する係数は，損傷状況を主判定軸

Xとして，部材毎の重要度Yを乗じて，部材毎に得点を

つけ，部材毎の点数の合計を1橋当りの損傷の総得点P

とする．式3.1に1橋当たりの損傷総得点Pの算出式を

示す． 

1橋当りの損傷の総得点 Pi 

Pi＝Σ Xi × Yi   （式3.1） 

式中，Xi：部材毎の損傷に関する基準点（表-3.1参照） 

    Yi：部材毎の重要度係数（表-3.3参照） 

    ｉ：各部材の番号 

 

(5) 損傷からみた優先順位設定 

前項で橋梁毎の損傷に関する総得点Pの算出手法を提

案したが，その総点数が高いものから対策を行うことが

必要と判断し，対策順位を決定することとなる．表-3.4

に損傷からみた対策の優先順位決定の判定例を示す． 

表-3.3 橋梁を構成する部材の重要度Y 

表-3.4 損傷状況から見た既設橋梁の対策優先順位 
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表3.4に示すように，判定区分の高いもの，部材の配点

が大きなものに損傷がある場合には，各橋梁の対策順位

が高くなる． 

 

4. 保有性能と損傷からみた対策優先順位決定 

4.1 保有性能・損傷の重要度比較 

前章までに，橋梁単位で保有している性能，損傷から

みた橋梁の対策優先順位決定手法を示したが，最終的な

対策の優先順位を決定するには，これらを同時に取り扱

う必要がある．そのため，保有性能，損傷の重要度につ

いては，学識経験者の意見，アンケート結果などから，

あまり変動しない性能に関する得点より，既に顕在化し

ている損傷の方が重要度は高いと考え，以下の重み付け

を行い，相乗させることとした． 

保有性能・損傷の重要度 

  保有している性能の重要度係数 J1 = 0.7 

  損傷状況の重要度係数     J2 = 1.0 

 

4.2保有性能と損傷からみた対策優先順位決定手法 

性能に関する点数θは値が大きいほど安全性が高く，

損傷に関する点数Pは値が大きいほど危険性が高く評価

することとなる．このため，性能に関する評価がプラス

(＋)，損傷に関する評価はマイナス(－)と考え，性能，

損傷をまとめた橋梁単位で保有している点数Ｔを式 4.1

のように決定した． 

保有性能と損傷からみた橋梁単位の点数 T 

 T =  θ× J1 – P × J2   （式4.1） 

 

 表-2.14に示す性能に関する得点θと表-3.3に示す損

傷に関する点数Pを，このTに代入すると，保有性能と

損傷からみた橋梁単位の点数による優先順位が決定す

る．表-4.1に9橋の性能と損傷からみた対策の優先順位

を示すが．今回の判定例は損傷による点数に差が大きく，

全体の評価も損傷の優先順位と傾向は似ているが，性能

の点数によりその順位が逆転している橋梁が現れるこ

とがある． 

 

 

５．まとめ 

 今回提案した既設橋梁の対策優先順位決定手法は，既

存の設計計算データ，試設計，アンケートなどを併用す

ることで，施工年次，構造形式，構造寸法等，比較的入

手が容易な基本的なデータを用いて簡易に各橋梁が有

する性能，あるいは損傷に関する優先順位を付けること

ができたと考える． 

 さらに，橋梁が保有している性能に関する点数，橋梁

単位の損傷に関する点数に関して，その重要度を考慮し

た総合的に対策の優先順位決定手法を提案することが

できた． 

 本手法は性能，損傷を総合的に比較することもできる

が，性能に関する点数θだけを用いることで，橋梁の点

検順位決定，耐荷力・耐震性の補強順位決定が可能にな

り，損傷に関する点数Pを用いることで，損傷に関する

補修・補強対策順位を決定することもできる． 

 本手法は各橋梁が保有している性能，損傷に関して，

簡易に優先順位を決定するためには非常に有用な手法

であると考えるが，実際に道路管理者が維持管理を行う

ためには，架橋状況，橋梁規格，交通特性，地域特性，

住民要望など様々な問題，制約が予想される．このため，

維持対策の実施には更に別の項目を配慮して順位を決

めることになるであろう．   

現在，大阪府吹田市の協力の下，上記内容を踏まえ，

実際の各種条件に対応した市町村レベルにおける対策

の優先順位決定手法を検討しており，後日報告する予定

である． 

 最後に，本論の各種提案手法の作成については，アン

ケート調査に協力頂いた道路管理者，建設コンサルタン

ツ協会の各位，さらに事前アンケートを実施頂いた吹田

市建設緑化部の方々に追うところが大きく，ここに感謝

の意を表します． 
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